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確保していただくとともに、 

応募の機会均等を 

ハローワーク 

新規学校卒業者等の採用は、求人者にとって極めて重要なことであると同時に、

初めて職業人となる本人や家族にとって最も重要なことがらです。

このため、学校とハローワークは協力して職業指導を行い、本人の適性と能力に

最もふさわしい職業が選択できるよう努めています。

求人者の皆様におかれましては、新規学卒者が明るい希望をもって、よき職業人

として出発できるよう、適正かつ積極的な採用計画を樹立され、早期に求人を申込

みいただくなど応募の機会均等を確保していただくとともに、国籍、性別、同和関

係者、障害者、定時・通信制課程の新規学卒者等を理由に就職の機会が失われるこ

とのないよう、本人の適性と能力に基づいた公正公平な選考を実施されるよう格別

のご配慮をお願いいたします。
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ー 1 ー

2.3%
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ま

－ 1－

万一、このような措置を取らざるを得ない事態となった場合には、必ず管轄のハローワークに事

前連絡し、その指示に従ってください。（参考資料１ Ｐ28）



ー 2 ー

　男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置、昇進等の雇用管理の各ステージにおいて、性別

を理由とする差別的取扱いを禁止しています。

　また、募集・採用等にあたって例えば身長・体重や転居を伴う転勤に対応できることなど、性

別以外であっても実質的に性別による差別になりかねない要件を合理的理由なく講じることを、

間接差別として禁止しています。

　各企業におかれましては、雇用管理のあらゆる面において性別によることなく個々人の意欲、

能力、適性に基づく公正な取扱いを行うことはもとより、ポジティブ・アクション（※）を進め

ていただき、男女がともにその能力を十分発揮することができる職場作りに向けて一層の取組み

をお願いします。

※ポジティブ・アクションとは

　ポジティブ・アクションとは、ほとんど女性が配置されていない職種がある、管理職の大

半を男性が占めるなど、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、男女労働者の間に

生じている格差の解消を目指して個々の企業が進める自主的かつ積極的な取り組みのことで

あり、男女の均等な機会と待遇を実質的に確保するために必要となるものです。

　女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない（女性労働者の数が４割を下回ってい

る）雇用管理区分における募集又は採用に当たって、女性のみを対象とする募集や女性を優

先した採用などの措置については、「ポジティブ・アクション」として法違反とはなりませ

ん。

　また、女性の活躍推進を一層進めるため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（女性活躍推進法）」が平成28年４月から施行されています。

　女性の採用実績など、自社の女性の活躍に関する状況を把握して課題分析を行い、課題を

クリアする対策を進めましょう。

参考：募集・採用において禁止される性差別の具体的例（参考資料５　P43）

　なお、この法律に基づき、企業における女性の活躍を推進するための行動計画（一般事業

主行動計画）の策定・届出及び女性の活躍に関する情報公表の義務の対象が、令和４年４月

１日から現在の常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。

－ 2－

なお、この法律に基づき、企業における女性の活躍を推進するための行動計画（一般事業主

行動計画）の策定・届出及び女性の活躍に関する情報公表の義務の対象が、令和４年４月１日

から現在の常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。

参考：募集・採用において禁止される性差別の具体的例（参考資料６　Ｐ46）
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　求人申込書は採用しようとする区分（学歴別、職種別）ごとに作成をし、ハローワークへ申し

込んでください。

　初めてハローワークに求人申込みされる場合は、事業所登録シートにより事業所登録が必要と

なります。（中卒用求人を除く）

　③ 　求人受理または受付後における求人数及び求人条件の変更は大きな混乱を生じさせることになり

ますので、求人数及び求人条件については変更が生じないよう慎重に決定・記入してください。

　　なお、やむをえず変更する場合には、必ずあらかじめハローワークに申し出てください。

　次の項目に違反していないか確認してください。
労 働 時 間　・ １日８時間、１週40時間以内の原則に従って、始業・終業の時刻、休憩時間

が明確に定められていること。（参考資料６）
　・ １日８時間、１週40時間を超えて労働（時間外労働）させる場合は、過半
数労働組合（ない場合は労働者過半数代表）と書面による協定を締結し、

　　その内容を労働基準監督署長に届け出ること。
　・ 原則として18歳未満の者には１日８時間、１週40時間を超えて労働させ

　・ 原則として18歳未満の者を深夜（午後10時から午前5時まで）に労働させ
ないこと。

休 憩 時 間　・ 労働時間が６時間を超えるときは45分、８時間を超えるときは60分以上の
休憩時間をあたえ自由に利用させること。

休 日　・ 毎週少なくとも１日の休日または４週を通じ４日以上の休日を与えること。
　・ 休日に労働（休日労働）させる場合は、過半数労働組合（ない場合は労働

　　者過半数代表）と書面による協定を締結し、その内容を労働基準監督署長

⑵　労働法令の遵守

　

　

　

 

ないこと。

－ 3－

原則として18歳未満の者を深夜（午後10時から午前５時まで）に労働させ

ないこと。

（参考資料７　Ｐ47）
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　　　　　　　　　　　に届け出ること。
・18歳未満の者を休日に労働させないこと。

年 次 有 給 休 暇 ・ 雇入れの日から起算して６か月継続勤務し８割以上出勤した労働者に対
し、10日（短時間労働者については所定労働日数に応じた日数）以上の有
給休暇を与えること。（参考資料６）

賃 金 ・最低賃金額以上であること。（参考資料７）
　・賃金は毎月一回以上一定期日に全額支払うこと。
　・所定労働時間の労働に対応する賃金が明確にされていること。

労 働 条 件 の 明 示

　　①労働契約の期間に関する事項
　　②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
　　③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
　　④ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、

休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転
換に関する事項

　　⑤ 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関す
る事項

　　⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む）
就 業 規 則

各 種 社 会 保 険 ・ 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険等の適用事業所となる場合
は、必ず加入の手続きを行うこと。

・時間外・深夜労働に対して２割５分以上の率、休日労働に対して３割５分以上

の率で計算した割増賃金を支払うこと（時間外労働、休日労働が深夜に及んだ

ときはそれぞれ５割以上、６割以上の率となる）。１か月60時間を超える時

間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働については５割以上の率

（中小企業については2023年３月31日まで適用猶予）で計算した割増賃金を

支払うこと。

・労働契約の締結に際し、次の事項について書面の交付（労働者が希望した場合

はFAX、電子メール等（出力して書面を作成できるものに限る）の方法でも

可）により労働者に明示すること。

・常時10人以上の労働者を使用する事業場については就業規則を作成し、労働

基準監督署長へ届け出ること。変更した場合も同様です。

－ 4－
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・18歳未満の者を休日に労働させないこと。
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間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働については５割以上の率

（中小企業については2023年３月31日まで適用猶予）で計算した割増賃金を

支払うこと。

・労働契約の締結に際し、次の事項について書面の交付（労働者が希望した場合

はFAX、電子メール等（出力して書面を作成できるものに限る）の方法でも

可）により労働者に明示すること。

・常時10人以上の労働者を使用する事業場については就業規則を作成し、労働
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－ 4－

・時間外・深夜労働に対して２割５分以上の率、休日労働に対して３割５分以上

の率で計算した割増賃金を支払うこと（時間外労働、休日労働が深夜に及んだ

ときはそれぞれ５割以上、６割以上の率となる）。１か月60時間を超える時間

外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働については５割以上の率（中

小企業については2023年３月31日まで適用猶予）で計算した割増賃金を支払

うこと。

・雇入れの日から起算して６か月継続勤務し８割以上出勤した労働者に対

し、10日（短時間労働者については所定労働日数に応じて定められた日

数）以上の有給休暇を与えること。（参考資料７　Ｐ47）

（参考資料８　Ｐ48）

・労働契約の締結に際し、次の事項について書面の交付（労働者が希望した場合

はFAX、電子メール等（出力して書面を作成できるものに限る）の方法でも

可）により労働者に明示すること。

⑦その他、定めた場合には明示しなければならない事項があります。
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※ハローワークでは、新卒求人の申込みを受理するに当たり、求人申込書に「青少年雇用情報欄」

を設け、求人者に原則全ての青少年雇用情報の提供を求めることとしています。また、職業紹介

事業者等には「青少年雇用情報シート」を活用いただくよう推奨しています。

 

（ア）募集・採用に
関する状況 

過去３年間の新卒採用者数・離職者数 

過去３年間の新卒採用者数の男女別人数 

平均勤続年数 

（ア）の参考値として、可能であれば平均年齢についても情報提供してください。

（イ）職業能力の開
発・向上に関
する状況 

研修の有無及び内容 

自己啓発支援の有無及び内容 

メンター制度の有無 

キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 

社内検定等の制度の有無及び内容 

（ウ）企業における
雇用管理に関
する状況 

前年度の月平均所定外労働時間の実績 

前年度の有給休暇の平均取得日数 

前年度の育児休業取得対象者数・取得者数（男女別） 

役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 

－ 6－
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4

2

16

15

令和4年3月新規学校卒業者の職業紹介業務主要日程表

－ 7－

令和5年3月新規学校卒業者の職業紹介業務主要日程表

（参考資料16 Ｐ58）

（参考資料17 Ｐ59）

５年

６ １

４ １
２ １

６ １６ １

７ １７ １

９

９

５

１

１

１１

１

７ １
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1

令和4

　新規高等学校卒業者を対象とする求人は、求人票の内容が適正であることの確認をハロー

ワークで受けた後に、高等学校に申込むことになっています。

　高等学校では、ハローワークの確認印のない求人に対しては、生徒を推薦していません。

①　求人の受付
ａ．求人受付（求人内容の確認）は6月1日から求人者管轄ハローワークにおいて開始します。
ｂ．所定の様式に必要事項を記入のうえ窓口へ持参いただくか、ハローワークの来所者端末で
求人内容を入力するか、求人者マイページ（Ｐ14参照）から提出してください。

　　※求人者マイページを通じて提出いただいた場合、別に推薦依頼高校一覧を提出ください。
ｃ．ハローワークは、受付けた求人票及び推薦依頼高校一覧に確認印を押して、7月1日から
お返しします。
※求人者マイページを通じて提出いただいた場合も、原則返戻時に安定所に来所いただきます

 （詳細は管轄ハローワークにご確認ください）。

－ 8－

令和5

６ １

７ １

１ １ １

１

１

４ １

ａ．求人受付（求人内容の確認）は６月１日から求人者管轄ハローワークにおいて開始します。
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ｂ．求人票を学校に提出する際には、推薦依頼高校一覧を添付してください。

　生徒が職業や職場についての理解を深め、適切な職業選択を行うことを目的として、夏休み期

間等を利用し、就職希望の高校3年生の応募前職場見学会を実施しますので、積極的な受入れを

お願いいたします。「応募前職場見学」の可否について、「可」を選択した場合には「随時」又

は「補足事項欄参照」を選択し詳細を記入してください。なお、応募前職場見学の主旨をご理解

いただき、求人者の採用選考の場とならないよう十分にご注意ください。

15

－ 9－

応募書類は９月５日以降に到達するように学校から送付されます（沖縄県については８月30日以

降）。応募書類は近畿高等学校進路指導連絡協議会が定める近畿高等学校統一用紙（参考資料２

Ｐ31）が使用されますので、それ以外の事業所の特定用紙、戸籍謄本（抄本）等の提出は求めない

でください。

ａ．選考結果は、原則として選考後３日以内、遅くとも１週間以内に、学校および本人分各一通の

採否通知を作成し、速やかに出身学校へ通知してください。

ｃ．９月25日現在の状況を９月30日までに「新規高等学校卒業予定者の採用（内定）状況報告」（参

考資料16 Ｐ58）によりハローワークへ報告してください。それ以降充足するまでの間、毎月月末

現在の状況を翌月の３日までに報告してください。充足した際はその時点で報告してください。

７ １

７ １

９

１

１ ２
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　具体的には、

などが定められています。
　公共職業安定機関においてはこれらの内容を踏まえ、求人の受付等の取扱いを定めています。

広報活動
卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降
（ 広報活動の実施にあたっては、学生が自主的に参加の可否を判断できるよう、その後の選考
活動に影響を与えるものではないことを十分周知すること。）

選考活動 卒業・修了年度の６月１日以降

採用内定 卒業・修了年度の10月１日以降

≪大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）・職業能力開発施設（高卒訓練）修了者≫

ａ．求人の受理は、求人者管轄のハローワークで２月1日から開始しています。
ｂ．所定の様式に必要事項を記入のうえ窓口へ持参いただくか、ハローワークの来所者端末で求
人内容を入力するか、求人者マイページ（Ｐ14参照）から提出してください。

ｃ．大学等への求人申し込みは、求人者から直接行ってください。
　　※滋賀職業能力開発短期大学校、県立高等技術専門校の高卒訓練修了者は大学卒業者と同じ

取扱いとなります。

　学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組める環境をつくるため、関係
府省、大学等において議論を行い、企業等に対して、令和２年３月31日に政府（内閣官房、
文部科学省、厚生労働省、経済産業省の局長級等で構成される関係省庁連絡会議）から経済
団体等に対する「2021年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」に
より、また大学等（大学等関係団体で構成される就職問題懇談会）においては、同年３月16
日に「2021年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申
合せ）」により、令和３年度卒業・修了予定者の就職・採用活動の日程について、令和２年
度と同様の日程を順守するよう求めているところです。

ａ．ハローワークで受理した求人票は、滋賀新卒応援ハローワーク及び全国の新卒応援ハロー
ワーク（参考資料17）において学生に提供するとともに、インターネットを通じて全国の
学生等が閲覧します。

ｂ．ハローワークで受理した求人票をもとに「求人情報一覧表」を作成し、学生に提供します。

　滋賀新卒応援ハローワークにおいて登録者の「求職情報」を求人者に提供しています。

④　令和３年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する要請について

－ 10－

ａ．ハローワークで受理した求人票は、滋賀新卒応援ハローワーク及び全国の新卒応援ハロー
ワーク（裏表紙　参照）において学生に提供するとともに、インターネットを通じて全国
の学生等が閲覧します。

４

「令和４年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申
合せ）」により、令和４年度卒業・修了予定者の就職・採用活動の日程について、令和３年度
と同様の日程を順守するよう求めているところです。

３

7

0

2
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10

35

16

①中学校卒業者については中卒用求人票（記入例１）を、高等学校等（専修学校高等課程含む）に

ついては、高卒用求人申込書（記入例３）を、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校専門課

程・職業能力開発施設（高卒訓練）については、大卒等用求人申込書（記入例４）を参考にして

作成してください。

②初めて求人申込をする場合、事業所登録シート（記入例２）を作成してください。また、令和２

年１月以降初めて求人申込をする場合は、「事業所台帳補足情報」を提出してください。

③職種別・学歴別にそれぞれを作成してください。

④中卒求人票を除く求人申込書（エクセル版）・事業所登録シート（エクセル版）・事業所台帳補

足情報・推薦依頼高校一覧については、滋賀労働局のホームページからダウンロードできます。

　　https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/news_topics/hr_osirase_00004.html

ａ．前記の「考え方」をご理解のうえ公正な採用選考の実施をお願いします。

　　なお、応募書類については、就職差別につながるおそれのある事項を含まないよう注意して

ください。

－ 11－

ｃ．ハローワークに求人を提出している場合は、10月１日現在の状況を10月10日までに「大卒等求

人の充足状況報告」（参考資料17 Ｐ59）によりハローワークへ報告してください。それ以降充

足するまでの間、毎月月末現在の状況を翌月の10日までに報告してください。充足した際はそ

の時点で報告してください。

なお、応募書類については、就職差別につながるおそれのある事項を含まないよう注意して

ください。

①　中学校卒業者については中卒用求人票（記入例１　Ｐ12）を、高等学校等（専修学校高等課程含

む）については、高卒用求人申込書（記入例３　Ｐ15～18）を、大学・短期大学・高等専門学校・

専修学校専門課程・職業能力開発施設（高卒訓練）については、大卒等用求人申込書（記入例４

Ｐ19～22）を参考にして作成してください。

②　初めて求人申込をする場合、事業所登録シート（記入例２　Ｐ13～14）を作成してください。ま

た令和２年１月以降初めて求人申し込みをする場合は、「事業所台帳補足情報」を提出してくださ

い。

③　職種別・学歴別にそれぞれを作成してください。

④　中卒求人票を除く求人申込書（エクセル版）・事業所登録シート（エクセル版）・事業所台帳補

足情報・推薦依頼高校一覧については、滋賀労働局のホームページからダウンロードできます。

http://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/news_topics/hr_osirase_siryou_00008.html
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https.//xxxx/xxxxx/xxxx/xx

－ 14－

【求人者マイページ】について
ハローワークインターネットサービス上に

「求人者マイページ」を開設すると、会社の
パソコンから、求人申込み（仮登録）や内容
変更、画像情報の登録・公開、選考結果（採
用・不採用）の登録（ハローワークへの連
絡）、求職情報検索などのサービスをご利用
いただけます。

求人者マイページの開設を希望される場合
は、ログインアカウントとして使用する事業
所のＥメールアドレスを記入してください。
サービス内容の詳細や開設手続きについて
は、窓口でご案内いたします。
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人物・愛読書等

各大学・短期大学等所定の用紙又は本人の適性、能力に関係ない事項を含まな

い応募書類

－ 25－

（参考資料３　Ｐ39）

各大学・短期大学等所定の用紙又は本人の適性、能力に関係ない事項を含まな

い応募書類（厚生労働省の応募用紙参考例（参考資料３-２～３　Ｐ40～41））

（参考資料２　Ｐ31）
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ハローワーク 

・　同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と知識のもとに、適正な採用選考

を実施してください。

・　新規学校卒業者等は統一応募書類を、それ以外の応募者の場合は本人の適性、能力に関係

ない事項を含まない応募書類を使用し、本人の適正と能力による選考をお願いします。

・　不適正な社用紙（企業独自作成の応募書類等）の使用や、身元調査を行う企業が見受けら

れる実情にあります。今一度見直しをお願いします。

　　なお、採用選考、面接についての詳しい要領は、滋賀県発行の「採用にあたって」に掲載

されていますので、必ずお読みください。

－ 26－

採用（内定）後も戸籍謄本（抄本）等を求めないでください。（参考資料４　Ｐ42）

３
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ハローワーク
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1

はじめに

新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となるものであり、

それが適切に行われるかどうかによって、その将来を左右することにもなるものです。しかし、新規学

校卒業者は、職業や職場に関する知識・経験に乏しく、適切な職業選択と円滑な就職を行うためには、

関係者の助言、援助を必要とします。

また、最近、学生・生徒に大きな打撃と不安を与える採用内定取消し及び入職時期繰下げといった重

大な事態が発生し、新規学校卒業者の就職に大きな影響を与えています。

この指針は、このような状況を踏まえ、新規学校卒業者の採用に関する秩序を確立し、その円滑な就

職を促進することを目的として、新親学校卒業者を採用しようとする事業主に考慮していただく事項を

取りまとめたものです。

企業各位におかれましては、新規学校卒業者の採用について、この指針を参考に、適正な募集・採用

を行っていただくようお願いいたします。

１　適正な募集・採用計画の立案

学生・生徒にとって、就職は、職業生活の第一歩を踏み出すことになる重要なものであり、就職先の

決定に当たっては、慎重な検討と多くの関係者の援助が必要とされるものです。

一方、企業にとっても、新規学校卒業者は、長期的に企業活動を支えることを期待されている人材で

あり、その採用は重要な意義を持つものです。

このため、事業主は、募集・採用計画の立案に当たり、次の事項について考慮すべきです。

①　事業主は、募集・採用計画の立案に当たっては、毎年の募集・採用数の大幅な変動ができるだけ生

じないよう、入職後の人材育成等雇用管理面にも配慮しつつ、中長期的な人事計画等に基づいて、必

要な人材を真に必要なだけ採用する方針を確立するよう努めるものとする。

②　事業主は、当該年度の具体的な募集・採用計画の立案に当たり、中長期的な人事計画等の下、企業

の人員構成、職場における要員の過不足の状態等を十分見極めた上で、募集・採用計画数を決定する

よう努めるものとする。

③　事業主は、募集・採用計画数の決定に当たり、「若干名」、「○○人以内」等不明確な表現、実際

の採用計画数を超えた人数による募集等は避け、採用人数を明確にするよう努めるものとする。

２　募集・採用活動

新規学校卒業者の募集・採用活動が無秩序に行われた場合、学生・生徒の学業に支障を生じる外、特

定の学校等に求人が集中し、就職の機会が制限される可能性があること及び学生・生徒の就職活動も無

－ 28－



ー 29 ー

秩序化し、重複内定を誘発しやすい環境をつくり出すことといった問題が発生することが懸念されま

す。

また、企業の募集・採用計画の内容及び募集・採用予定人員は、学生・生徒が就職先を決定するに当

たって、重要な判断材料となるものであり、安易な募集の中止又は募集人員の削減は、円滑な就職の妨

げとなるものです。

このため、事業主は、募集・採用活動の実施に当たり、次の事項について考慮すべきです。

①　事業主は、募集・採用活動を実施するに当たり、多くの学生・生徒に募集・採用の周知を図り、広

く応募の機会が確保されるよう配慮するとともに、職務内容、労働条件等求人内容の情報を正確に学

生・生徒に提供するよう努めるものとする。

②　事業主は、採用選考を行うに当たっては、学生・生徒の適性、能力に基づき適正に実施するよう努

めるものとする。

③　事業主は、募集・採用活動を実施するに当たっては、学生・生徒の就職活動の無秩序化による重複

内定が誘発されないためにも、定められた採用選考開始の期日を遵守する等秩序を保つよう努めるも

のとする。

④　事業主は、募集の中止又は募集人員の削減を行おうとする場合には、公共職業安定所へあらかじめ

通知するものとする。

ただし、大学、短大、高等専門学校、専修学校、公共職業能力開発施設及び職業能力開発大学校を

新たに卒業しようとする者に係る募集人員の削減に係る通知は、これらの募集人員の合計を、当初の

募集人員の合計より30人以上かつ3割以上減じようとする場合に限るものとする。

３　採用内定

採用内定は、学生・生徒にとっては、その企業への採用が保証されたものとして、当該企業を信頼し

て、他の企業を選択する権利を放棄するものであることから、採用内定は重大な意義を持つものです。

このため、事業主は、採用内定を行うに当たり、次の事項について考慮すべきです。

①　事業主は、採否の結果を学生・生徒に対して明確に伝えるものとする。

②　事業主は、採用内定を行う場合には、確実な採用の見通しに基づいて行うものとし、採用内定者に

対しては、文書により、採用の時期、採用条件及び採用内定期間中の権利義務関係を明確にする観点

から取消し事由等を明示するものとする。

③　採用内定は、法的にも、一般には、当該企業の例年の入社時期を就労の始期とする労働契約が成立

－ 29－
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したと認められる場合が多いことについて、事業主は十分に留意するものとする。

　

　

　

　

４　採用内定取消し等の防止

新規学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時期の繰下げは、そ

の円滑な就職を妨げるものであり、特に、採用内定取消しについては対象となった学生及び生徒本人並

びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与える

ものであり、決してあってはならない重大な問題です。

このため、事業主は、次の事項について十分考慮すべきです。

①　事業主は、採用内定を取り消さないものとする。

②　事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるもの

とする。

なお、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠

き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることについて、事業主は十

分に留意するものとする。

③　事集主は、やむを得ない事情により、どうしても採用内定取消し又は入職時期繰下げを検討しなけ

ればならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに、公共職業安定所の指導を尊

重するものとする。この場合、解雇予告について定めた労働基準法第20条及び休業手当について定め

た同法第26条等関係法令に抵蝕することのないよう十分留意するものとする。

なお、事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力

を行うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰下げを受けた学生・生徒から補償等の要求には誠意

を持って対応するものとする。
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新規高卒者の適正な選考について
１　同和問題の認識について
　昭和４０年８月１１日、内閣総理大臣に対する同和対策審議会の答申「同和地区に関する社会的及
び経済的諸問題を解決するための基本的方策」をうけて、昭和４４年７月１０日、法律第６０号をもっ
て「同和対策事業特別措置法」が制定されました。
　この法律は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、歴史的、
社会的理由により、いちじるしく基本的人権が侵害されている同和地区について、国および地方公共
団体が協力して特別の措置を講ずることをきめています。
　前述の答申には、「近代社会における部落差別とは、ひとくちにいえば、市民的権利、自由の侵害に
ほかならない。市民的権利、自由とは、職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住及
び移転の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区住民に対しては、完全に保障
されていないことが差別なのである。」と指摘し、同和問題を「未解決に放置することは断じて許され
ないことであり、その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である。」と強調しています。
　しかしながら、「同和対策事業特別措置法」及び「地域改善対策特別措置法」の１８年間の取り組み
にもかかわらず、依然として差別が存在する現実がありました。そこで昭和６２年４月１日から「地
域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」（地対財特法）が施行されました。さ
らに、平成４年３月３１日に同法の一部を改正して、平成９年３月３１日まで効力を延長されること
になりました。平成８年５月１７日、国の地域改善対策協議会は「同和問題の早期解決に向けた今後
の方策の基本的な在り方について」（意見具申）を内閣総理大臣及び関係各大臣に具申し、その中で「職
業の安定は直接生活水準の向上に寄与し、社会生活の改善を図るうえで基本となるものである。」と述
べています。この「意見具申」の趣旨を受けて、平成９年３月３１日「地対財特法」の一部を改正す
る法律（平成９年法律第１５号）が制定されました。また、その特例事業のうち経過措置対象事業に
ついては、平成１４年３月３１日まで効力は延長されました。その後特別対策から一般対策へ移行し、
課題の解決に向けた取り組みが進められてきた中で、平成２８年１２月１６日に「部落差別の解消の
推進に関する法律」が施行され、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部
落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別が許されないものであるとの認識の
下、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することが求められています。
　つきましては、上記の趣旨をご理解いただき、同和問題に関する認識をさらに深めていただくよう
にお願いいたします。

２　選考と採用について
  選考と採用にあたっては、人種・信条・性別・社会的身分・門地・従前の職業・労働組合の組合員で
あること等の理由により差別されないものであることは、憲法及び職業安定法を引用するまでもなく
自明の理であります。
　しかし、現実にはその採用にあたって不合理な差別観から、たとえば、応募者の能力・適性・意欲
とは関係のない家庭条件や住宅環境その他の理由で不採用になったり、資質を備えているにもかかわ
らず不合格になってきた例が少なくありませんでした。
　そこで以下具体的な例をあげて、求人者の皆さん方にこの問題について認識を深めていただき、こ
のようなことのないようにご配慮願います。
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別紙（様式例1）
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別紙（様式例2）
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○特例措置として週44時間まで認められる事業場は商業、映画・演劇業（映画の製作の事業を除く）、
保健衛生業、接客娯楽業のうち規模が1～9人までの事業場ですが、計画的に労働時間の短縮に取り組
むことが望まれます。

6
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154 150 154 150
151 151 *159 -
121 142 - -
*230 *155 168 *156
*151 *138 140 140
164 152 - -
*112 - *152 -
*150 - *204 *163
161 *156 163 *151
*183 - - -
168 *156 *136 -
*181 *148 *230 -
180 175 *149 *125
177 173 *147 *150
179 176 - -
175 171 *174 173
184 178 - -
181 178 *155 *154
188 183 - -
177 174 180 175
177 174 177 175
186 183 178 165
187 182 186 178
182 174 177 174
195 193 173 175
198 193 182 180
196 197 185 181
195 183 182 177
197 193 168 164
194 192 184 172
202 194 180 180
184 188 183 177
188 182 175 179
196 200 175 171
201 198 175 174
194 190 163 162
222 219 180 176
225 220 176 169
224 226 195 193
221 215 185 189
224 219 *204 *194
221 215 203 197
212 205 191 186
207 210 194 190
213 210 202 200
218 219 198 192
225 224 191 190
223 214 185 179

215 198
199 190
195 192
190 190
195 196
194 195
171 175
194 192
198 202
222 219
207 210
223 228
227 223
219 216
213 215
227 228
216 213
220 215
218 214
236 226
231 228
216 209
220 211
220 217
223 224
198 196
219 218
221 221

参 考 資 料 9
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*156 *140 *156 *140
- - - -
- - - -
- - *157 -
- - *152 *140
- - - -
- - - -
- - - -

*152 *140 - -
- - - -

*157 - - -
- - - -

178 175 - -
*170 *179 - -
179 176 - -
174 171 - -
173 177 - -
185 179 - -
*175 - - -
*193 *185 178 175
177 172 *188 *188
191 186 - -
189 *180 190 *176
195 *187 176 174
195 191 - -
*195 *205 *196 *175
194 193 194 180
195 178 175 176
192 185 - 166
193 195 - *155
*197 - *183 *179
*185 *164 201 193
201 191 180 179
*168 *175 *165 *179
205 *240 174 175
- - *163 161

215 214 178 *164
*208 216 - -
216 223 195 191
213 205 *191 *162
215 213 - -
214 212 205 *219
*200 - 195 188
*196 *179 - -
209 203 *192 *180
228 *245 *157 *173
234 *231 191 181
*210 - *167 *167

*214 *191
*193 170
*191 204
195 196
- 188

206 194
*167 *162
208 200
- -

215 214
*205 *179
- -

229 215
216 215
*220 *220
207 216
224 *201
211 208
206 204
*211 200
207 211
*220 221
*232 198
209 221
216 221
201 184
215 210
*240 -
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13,242 13,154 99.3 20 0.2 6 4 2 5 0.83

13,732 13,618 99.2 13 0.1 10 5 5 8 0.80

21,712 21,580 99.4 18 0.1 0 0 0 9 -

72,405 71,826 99.2 178 0.2 8 5 3 80 10.00

46,634 46,315 99.3 73 0.2 5 4 1 1 0.20

11,840 11,747 99.2 10 0.1 1 1 0 12 12.00

7,849 7,809 99.5 14 0.2 0 0 0 6 -

12,524 9,683 77.3 2,155 17.2 2,039 1,257 782 3,767 1.85

12,752 9,637 75.6 2,429 19.0 2,319 1,360 959 5,002 2.16

22,049 19,129 86.8 1,669 7.6 1,558 916 642 4,814 3.09

70,339 59,515 84.6 7,568 10.8 6,235 3,894 2,341 28,870 4.63

43,957 36,701 83.5 5,635 12.8 5,033 3,325 1,708 13,423 2.67

11,180 9,110 81.5 1,255 11.2 1,141 704 437 2,032 1.78

7,968 6,134 77.0 1,503 18.9 1,336 809 527 2,781 2.08

53.8

0.5

参 考 資 料 10
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360 0

40 0

240 0

80 1

320 0

40 0

120 54

120 58

40 24

200 65

80 15

40 0

120 27

9

200 2

80 0

96

4,124 345

100 0

0

12 1

0

1400

27 3

40 8

320 11

80 5

40 9

200 6

360 0

160 39

200 16
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40 16

40 22

40 15

200 1

40 0

(529-0112)  

(529-0425)  

1,419 194

120 83

80 38

40 22

240 22

160 10

210 67

35

280 0

40 4

160 43

200 51

120 36

200 0

27 0

40 3

16 6

320 0

61

120 56

200 0

320

16 1
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3 0

9 0

0

0

1,958 381

80 53

80 47

40 24

160 60

40 15

40 6

40 23

40 20

40 20

320 0

70 0

2,257 412

27 2

120 3

240 17

40 3

40 12

120 18

160 88

10

6

280 0

3 2

280 1

33

16

9
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1,135 201

320 0

40 0

80 39

40 17

40 25

160 43

40 5

80 11

40 10

120 34

40 9

105 8

57

3 0

0

0

3,220 344

240 32

120 59

200 0

240 3

80 28

240 17

2

40 1

39

320 4

46

200 35

280 0

45 1

57 7

350 0

4

3

160 0

240 29

160

32 13

24 21

120 42
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9

4

21

21

19

         

608

121

233

112

58

581

590

441

926

449

778

295

169

243

255

219

181

168

213

75

43

75

236

393

0

114

85

123

115

19

50
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077-561-4801

0749-64-8100

0749-43-7512

0748-22-3388

077-574-2111

0749-28-8296

077-561-2625

077-561-5021

077-561-3760

0749-27-1021

077-537-7708

077-548-2072

0748-22-3388

077-543-7735

077-561-5021

077-561-5202

077-561-3940

0749-63-5815

077-524-3644

077-596-8435

0749-27-1021

077-564-3296

0749-52-5300

0748-31-2250
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526-0031 0749-63-4646 64

524-0022 077-583-4147 66

32

520-0806 077-525-4572 26

520-0035 077-522-9646 32

520-0015 077-522-2200 3

2

0

520-2144 077-545-8108 22

520-3046 077-553-7002 33

528-0038 0748-62-1161 4

520-3231 0748-72-1271 29

22

520-0036 077-526-2059 19

520-2144 077-544-5171 17

520-3403 0748-88-6177 41

27

529-1421 0748-48-2032 12

15

528-0051 0748-65-6071 37

521-1301 0748-46-2551 26

参 考 資 料 15
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2

3

0.65
5

1.11 1.86

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata_m.html
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関  係  機  関  一  覧  表

名  　  称 所    在    地（郵便番号） 電話番号

（525-0025） 草津市西渋川1-1-14 行岡第一ビル4階
しがジョブパーク内

（601-8047）京都市南区東九条下殿田町70
京都テルサ西館３階 （京都ジョブパーク内）

（530-0017）大阪市北区角田町8-47 
阪急グランドビル18階

（650-0044）神戸市中央区東川崎町1-1-3 
神戸クリスタルタワー12階

（630-8113）奈良市法蓮町387番地
奈良第三地方合同庁舎1階 ハローワーク奈良内

（640-8033）和歌山市本町1-22
Wajima本町ビル2F

（500-8844）岐阜市吉野町6-31
岐阜スカイウイング37 東棟2階

（460-8640）名古屋市中区錦2-14-25
ヤマイチビル9階

（514-0009）津市羽所町700
アスト津3階

（163-0721）新宿区西新宿2-7-1
小田急第一生命ビル21階

58９

59

075-280-8614

06-7709-9455

078-361-1151

0742-36-1601

073-421-1220

058-264-7550

052-855-3750

059-229-9591   

03-5339-8609

ハローワーク（公共職業安定所）一覧表

安  定  所  名

大           津

高           島

長           浜

彦           根

東    近    江

甲           賀

草           津

所    在    地（郵便番号） 電話番号

（520-0806）大津市打出浜14番15号

（520-1214）高島市安曇川町末広4丁目37

（526-0032）長浜市南高田町字辻村110

（522-0054）彦根市西今町58-3 彦根地方合同庁舎内

（527-0023）東近江市八日市緑町11-19

（528-0031）甲賀市水口町本町3丁目1-16

（525-0027）草津市野村5丁目17-1

｛077    522-3773
FAX    526-1690

｛0740  32-0047
FAX    32-3419

｛0749  62-2030
FAX    65-3246

｛0749  22-2500
FAX    26-5186 

｛0748  22-1020
FAX    25-0741

｛0748  62-0651
FAX    63-1825

｛077    562-3720
FAX    562-9692 

滋賀新卒応援ハローワーク

京都新卒応援ハローワーク

大阪新卒応援ハローワーク

神戸新卒応援ハローワーク

奈良新卒応援ハローワーク

わかやま新卒応援ハローワーク

岐阜新卒応援ハローワーク

愛知新卒応援ハローワーク

みえ新卒応援ハローワーク

東京新卒応援ハローワーク

滋賀労働総合庁舎1階・2階

｛077    563-0301
FAX    563-0304

５



令和５年３月卒業（修了）者対象

株式会社シバタプロセス印刷

長浜市神照町499-1

TEL（0749）63-6860

令和4年5月発行

〒520‒0806
大津市打出浜14番15号　滋賀労働総合庁舎5階




